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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年８月11日に提出した臨時報告書において、提出時に予定及び未定であった事項が確定したことにより、金融

商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

(3）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

③　その他の吸収分割契約の内容

イ．会社分割の日程

（訂正前）

本会社分割は、分割会社である当社においては会社法第784条第２項の規定に基づく簡易吸収分割であり、承

継会社であるメルテックスにおいては会社法第796条第１項の規定に基づく略式吸収分割であるため、いずれも

株主総会による承認の手続きを経ず実施する予定であります。

吸収分割契約の取締役会承認（メルテックス）　：　　　平成27年８月11日

吸収分割契約の取締役会承認（当社）　　　　　：　　　平成27年８月11日

吸収分割契約書の締結　　　　　　　　　　　　：　　　平成27年８月11日

吸収分割の効力発生日　　　　　　　　　　　　：　　　平成27年12月１日（予定）

 

（訂正後）

本会社分割は、分割会社である当社においては会社法第784条第２項の規定に基づく簡易吸収分割であり、承

継会社であるメルテックスにおいては会社法第796条第１項の規定に基づく略式吸収分割であるため、いずれも

株主総会による承認の手続きを経ず実施しました。

吸収分割契約の取締役会承認（メルテックス）　：　　　平成27年８月11日

吸収分割契約の取締役会承認（当社）　　　　　：　　　平成27年８月11日

吸収分割契約書の締結　　　　　　　　　　　　：　　　平成27年８月11日

吸収分割の効力発生日　　　　　　　　　　　　：　　　平成27年12月１日

 

 

（5）当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

（訂正前）

・商号  　　　　メルテックス株式会社

・本店の所在地  東京都中央区東日本橋二丁目28番５号

・代表者の氏名  代表取締役社長　古橋　勝美

・資本金の額　  480,000千円

・純資産の額　  現時点では確定しておりません。

・総資産の額　  現時点では確定しておりません。

・事業の内容　  表面処理薬品事業、機械装置事業

 

（訂正後）

・商号  　　　　メルテックス株式会社

・本店の所在地  東京都中央区東日本橋二丁目28番５号

・代表者の氏名  代表取締役社長　古橋　勝美

・資本金の額　  480,000千円

・純資産の額　  5,201,618千円

・総資産の額　  7,414,024千円

・事業の内容　  表面処理薬品事業、機械装置事業

以　上
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